
    

◆◆◆◆ランダム係数を用いた「最低制限価格及び調査基準価格」の算定についてランダム係数を用いた「最低制限価格及び調査基準価格」の算定についてランダム係数を用いた「最低制限価格及び調査基準価格」の算定についてランダム係数を用いた「最低制限価格及び調査基準価格」の算定について    

    

複数の業務区分複数の業務区分複数の業務区分複数の業務区分を含むを含むを含むを含む委託業務の場合の中で、委託業務の場合の中で、委託業務の場合の中で、委託業務の場合の中で、地質調査業地質調査業地質調査業地質調査業務務務務（地すべり調査及び地すべり（地すべり調査及び地すべり（地すべり調査及び地すべり（地すべり調査及び地すべり

解析）解析）解析）解析）を土木関係建を土木関係建を土木関係建を土木関係建設コンサルタント業務設コンサルタント業務設コンサルタント業務設コンサルタント業務で一括発注する場合の算出例を追加しましたのでで一括発注する場合の算出例を追加しましたのでで一括発注する場合の算出例を追加しましたのでで一括発注する場合の算出例を追加しましたので

お知らせします。お知らせします。お知らせします。お知らせします。    

 

 

（追加前）（追加前）（追加前）（追加前）    

    

例：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合例：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合例：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合例：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合    

（土木関係建設コンサルタント業務に係る直接人件費の 100％＋同直接経費の 100％＋同技術経費の 60％また

は同その他原価の 90％＋同諸経費の 60％または同一般管理費等の 30％＋測量業務に係る直接測量費の 100％

＋同測量調査費の 100％＋同諸経費の 40％）×1.08 

 

 

 

（追加（追加（追加（追加後後後後））））    

    

例１：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合例１：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合例１：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合例１：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合    

（土木関係建設コンサルタント業務に係る直接人件費の 100％＋同直接経費の 100％＋同技術経費の 60％また 

は同その他原価の 90％＋同諸経費の 60％または同一般管理費等の 30％＋測量業務に係る直接測量費の 100％ 

＋同測量調査費の 100％＋同諸経費の 40％）×1.08 

 

例２：地質調査例２：地質調査例２：地質調査例２：地質調査業務業務業務業務（地すべり調査及び（地すべり調査及び（地すべり調査及び（地すべり調査及び地すべり解析）を土木関係建設コンサルタント業地すべり解析）を土木関係建設コンサルタント業地すべり解析）を土木関係建設コンサルタント業地すべり解析）を土木関係建設コンサルタント業務として務として務として務として一括一括一括一括発注す発注す発注す発注す

る場合る場合る場合る場合    

（土木関係建設コンサルタント業務に係る直接人件費の 100％＋同直接経費の 100％＋同技術軽費の 60％また

は同その他原価の 90％＋同諸経費の 60％または同一般管理費等の 30％＋地質調査業務に係る直接調査費の

100％＋同間接調査費の 90％＋同諸経費の 40％）×1.08    

 

 

    

    

    

    

    

    

    



  

 

和歌山県が発注する建設工事及び建設工事に係る委託業務で、最低制限価格及び調査基準価格を設定する入札

については、平成２０年６月１日以降に入札公告を行うものから、最低制限価格及び調査基準価格は、最低制限

価格及び調査基準価格の算出の基礎となる基準額に一定の範囲で無作為に発生させた係数（以下「ランダム係数」

という。）を乗じて得た額としています。 

 

１．基準額１．基準額１．基準額１．基準額    

最低制限価格及び調査基準価格の算出の基礎となる価格（税込み）。 

基準額は以下の算定式に基づき算出します。ただし、建設工事においては、算出した価格が予定価格の１０

分の７に満たない場合は１０分の７となり、建設工事に係る委託業務においては、予定価格の１０分の９を超

える場合は１０分の９とし、予定価格の１０分の７に満たない場合は１０分の７となります。 

  なお、「予定価格（税抜き）」とは、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた額をいいます。 

 

建設工事建設工事建設工事建設工事    

最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格    

    

予定価格予定価格予定価格予定価格((((税抜き税抜き税抜き税抜き))))１億円未満の工事１億円未満の工事１億円未満の工事１億円未満の工事に設定に設定に設定に設定    

（直接工事費の 100％＋共通仮設費の 90％＋現場管理費の 80％＋一般管理費の 55％）×1.08 

 

予定価格予定価格予定価格予定価格((((税抜き税抜き税抜き税抜き))))１億円以上の工事１億円以上の工事１億円以上の工事１億円以上の工事に設定に設定に設定に設定【ただし平成【ただし平成【ただし平成【ただし平成 23232323年台風年台風年台風年台風 12121212号に伴う号に伴う号に伴う号に伴う災害復旧工事に限る】災害復旧工事に限る】災害復旧工事に限る】災害復旧工事に限る】    

（直接工事費の 95％＋共通仮設費の 90％＋現場管理費の 80％＋一般管理費の 55％）×1.08 

 

調査基準価格調査基準価格調査基準価格調査基準価格    

（直接工事費の 95％＋共通仮設費の 90％＋現場管理費の 80％＋一般管理費の 55％）×1.08 

 

建設工事に係る委託業務建設工事に係る委託業務建設工事に係る委託業務建設工事に係る委託業務    

最低制限価格最低制限価格最低制限価格最低制限価格    

    

予定価格予定価格予定価格予定価格((((税抜き税抜き税抜き税抜き))))３千万円未満３千万円未満３千万円未満３千万円未満の業務にの業務にの業務にの業務に設定設定設定設定    

・・・・土木関係建設コンサルタント業務土木関係建設コンサルタント業務土木関係建設コンサルタント業務土木関係建設コンサルタント業務    

（直接人件費の 100％＋直接経費の 100％＋技術経費の 60％＋諸経費の 60％）×1.08 

 または 

（直接人件費の 100％＋直接経費の 100％＋その他原価の 90％＋一般管理費等の 30％）×1.08 

※どちらの算定式を適用するかは、各案件の設計書においてご確認ください。 

・建築関係建設コンサルタント業務・建築関係建設コンサルタント業務・建築関係建設コンサルタント業務・建築関係建設コンサルタント業務    

（直接人件費の 100％＋特別経費の 100％＋技術料等経費の 60％＋諸経費の 60％）×1.08 

・補償関係コンサルタント業務・補償関係コンサルタント業務・補償関係コンサルタント業務・補償関係コンサルタント業務    

（直接人件費の 100％＋直接経費の 100％＋技術経費の 60％＋諸経費の 60％）×1.08 

  または 

（直接人件費の 100％＋直接経費の 100％＋その他原価の 90％＋一般管理費等の 30％）×1.08 

 ※どちらの算定式を適用するかは、各案件の設計書においてご確認ください。 

・測量業務・測量業務・測量業務・測量業務    

（直接測量費の 100％＋測量調査費の 100％＋諸経費の 40％）×1.08 

・地質調査業務・地質調査業務・地質調査業務・地質調査業務    

（直接調査費の 100％＋間接調査費の 90％＋解析等調査業務費の 75％＋諸経費の 40％）×1.08 

 

＊＊＊＊ただし、ただし、ただし、ただし、複数の業務区分を含む委託業務の場合はそれぞれの区分ごとの額を合計した額となります。複数の業務区分を含む委託業務の場合はそれぞれの区分ごとの額を合計した額となります。複数の業務区分を含む委託業務の場合はそれぞれの区分ごとの額を合計した額となります。複数の業務区分を含む委託業務の場合はそれぞれの区分ごとの額を合計した額となります。    

    

ランダムランダムランダムランダム係数係数係数係数をををを用用用用いたいたいたいた「「「「最低制限価格及最低制限価格及最低制限価格及最低制限価格及びびびび調査基調査基調査基調査基準価格準価格準価格準価格」」」」のののの算出算出算出算出についてについてについてについて    



例例例例１１１１：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合：土木関係建設コンサルタント業務と測量業務を含む場合    

                    （土木関係建設コンサルタント業務に係る直接人件費の 100％＋同直接経費の 100％＋同技術 

経費の 60％または同その他原価の90％＋同諸経費の 60％または同一般管理費等の30％＋測 

量業務に係る直接測量費の 100％＋同測量調査費の 100％＋同諸経費の 40％）×1.08 

 

例２例２例２例２：：：：地質調査地質調査地質調査地質調査業務業務業務業務（（（（地すべ地すべ地すべ地すべり調査及びり調査及びり調査及びり調査及び地すべり解析地すべり解析地すべり解析地すべり解析）を土木関係建設）を土木関係建設）を土木関係建設）を土木関係建設コンサルタント業務としコンサルタント業務としコンサルタント業務としコンサルタント業務とし

てててて一括一括一括一括発注する場合発注する場合発注する場合発注する場合    

（土木関係建設コンサルタント業務に係る直接人件費の 100％＋同直接経費の 100％＋同技術

軽費の60％または同その他原価の90％＋同諸経費の60％または同一般管理費等の30％＋地

質調査業務に係る直接調査費の 100％＋同間接調査費の 90％＋同諸経費の 40％）×1.08 

             

    ２．２．２．２．ランダム係数ランダム係数ランダム係数ランダム係数    

    ・電子入札方式については、各業者の・電子入札方式については、各業者の・電子入札方式については、各業者の・電子入札方式については、各業者の応札時間（応札時間（応札時間（応札時間（入札書受付日時入札書受付日時入札書受付日時入札書受付日時））））を元に自動的に算出されます。を元に自動的に算出されます。を元に自動的に算出されます。を元に自動的に算出されます。    

※紙入札業者（代表者の変更等やむを得ない事由により、紙入札を承諾した業者）の応札時間はラン

ダム係数算出に用いない。（全業者が紙入札の場合、ランダム係数は「乱数」を使用して電子計算機

により自動的に算出されます。） 

 ※電子入札システムの障害等により入札書受付日時が取得できない業者の応札時間は、ランダム係数

算出に用いない。（全業者の入札書受付日時が取得できない場合は、「乱数」を使用して電子計算機

により自動的に算出されます。） 

 

・持参方式・持参方式・持参方式・持参方式についてについてについてについては、は、は、は、「「「「乱数乱数乱数乱数」」」」を使用してを使用してを使用してを使用して電子計算機に電子計算機に電子計算機に電子計算機により自動的に算出されます。より自動的に算出されます。より自動的に算出されます。より自動的に算出されます。    

    

    

建設工事建設工事建設工事建設工事 

「０．９８５０～１．０１５０」の０．０００１刻みの数値（小数点以下第４位まで算出） 

 

建設工事に係る委託業務建設工事に係る委託業務建設工事に係る委託業務建設工事に係る委託業務 

「０．９７００～１．０３００」の０．０００１刻みの数値（小数点以下第４位まで算出） 

 

■電子入札方式におけるランダム係数の算出方法■ 

【計算例】※建設工事の場合 

 

① 各業者の入札書受付日時の(1)秒の下一桁目、(2)10分の 1秒、(3)100分の 1秒、(4)1000分の 1秒 

の単位を合計する。 

入札書受付日時 

 月 日 時 分 秒 

(1) 

10分の 1秒以下 

(2) (3) (4) 

A業者 5 23 9 31 26 7 9 5 

B業者 5 24 9 25 16 4 9 3 

C業者 5 24 9 27 49 0 1 6 

 

  

 

  ② (1)秒の下一桁目の合計と(4)1000分の 1秒の合計の数字を入れ替える。 

 

                                                     

  

    

 

21 11 19 14 

 

21 11 19 14 

 

14 11 19 21 

 



③ それぞれの下 1桁目の数字を取り出し、４桁の数字を算出する。 

 

 

 

④ 算出した４桁の数字を「301」（委託業務の場合は「601」）で割ってあまりを取り出す。  

                  ÷ 301   ＝  13 ･･･ 

 

⑤「301」（委託業務の場合は「601」）で割ったあまりを「10000」で割る。  

                ÷ 10000  ＝  

 

⑥「10000」で割ったあまりに【※】「0.9850」（委託業務の場合は【※】「0.9700」） 

を足し、ランダム係数を算出する。  

                ＋ 【※】0.9850  ＝  

 

  【※】｢1.0000｣を超えるランダム係数と｢1.0000｣に満たないランダム係数の発生確率を均等にするため、 

建設工事については、③で算出した４桁の数字が 9933以上となる場合は「0.9967」、 

委託業務については、③で算出した４桁の数字が 9616以上となる場合は「0.9809」とする。 

 

※ 入札書受付日時は、入札書受信確認通知及び入札経過書にて確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

4191  

 

278 

 

278 

 

0.0278 

 

0.0278 

  

1.0128 

 

「入札書受付日時」を表示 ●入札経過書 

●入札書受信確認通知 

4 1 9 1 

 

発 注 機 関 の 名 称 ：  平 成 ２ ３ 年 　 ５ 月 ２ ５ 日

1 0, 0 00 ,0 00 円

平 成 ２ ３ 年 　 ５ 月 ２ ５ 日 　 ９ 時 ４ ６ 分

一 般 競 争 入 札

 30 -0 00 0 01

 30 -0 00 0 02

 30 -0 00 0 03

 

円

円

円

平 成 2 3年  5月 23日   9時 31分 2 6秒 7 95

平 成 2 3年  5月 24日   9時 25分 1 6秒 4 93

平 成 2 3年  5月 24日   9時 27分 4 9秒 0 16

落 札 決 定 額

５ ／ １ ０ ０ 相 当 額

入 札 経 過 書

備 考

開 札 後

（ 単 位 ： 円 ）

県 土 整 備 政 策 局 　 技 術 調 査 課 長

契 約 方 法

Ｂ 業 者

Ｃ 業 者

8 ,9 2 5, 00 0

上 記 金 額 に 当 該 金 額 の １ ０ ０ 分 の ５ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 が 法 律 上 の 入 札 金 額 で あ る 。

以 上 　 　 　 ３ 者

落 札 者 名

入 札 状 況

開 札 日 時

入 札 額入 札 者 名

Ａ 業 者

平 成 ２ ３ 年 度 　 テ ス ト 　 第 ０ １ ２ ３ － ０ １ 号

研 修 会 用 テ ス ト 案 件

工 事 年 度 及 び 工 事 番 号

工 事 名

工 事 場 所

４ ２ ３ － ０ ４ － ０ ０ ０ ６

入 札 書 記 載 金 額

　 　 ＜ 入 札 経 過 ＞

和 歌 山 市 J J1 23地 内

予 定 価 格
（ 税 抜 き ）

）
最 低 制 限 価 格

8, 6 08 ,8 00
( 税 抜 き ）

1. 0 12 8円 /  係 数円 （ 基 準 額 （ 税 込 み ）



    ３３３３    最低制限価格及び調査基準価格最低制限価格及び調査基準価格最低制限価格及び調査基準価格最低制限価格及び調査基準価格    

基準額にランダム係数を乗じて得た額。 

ただし、基準額に係数を乗じた価格が予定価格の１０分の７に満たない場合は、１０分の７相当

額となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子入札システムの操作 

１．調達案件概要画面で「基準額登録」ボタンを押すと、基準額を登録する画面が表示されます。 

２．基準額（税込み）を入力して、「登録」ボタンをクリックします。 

３．システムでランダム係数を発生させ、手入力した基準額（税込み）とランダム係数を乗じた値を自動

で算出します。「登録」後は「基準額登録」ボタンが不活性（押せない状態）になっているため、算

出は一度しかできません。 

開札時間に開札ボタンを押

して、開札事務を開始しま

す。 

最低制限価格及び調査基準価格 ＝ 基準額 × ランダム係数 

 

・ランダム係数は、入札案件ごとに１回しか発生できないシステムとなって

おり、また、開札時まで誰にもわかりません。 

・開札後、入札経過書にてランダム係数を公表します。 

それでは実際に電子入札システムにおいて最低制限価格及び調査基準価格がそれでは実際に電子入札システムにおいて最低制限価格及び調査基準価格がそれでは実際に電子入札システムにおいて最低制限価格及び調査基準価格がそれでは実際に電子入札システムにおいて最低制限価格及び調査基準価格が

算出されるまでをご説明します［発注機関における事務の流れです］。算出されるまでをご説明します［発注機関における事務の流れです］。算出されるまでをご説明します［発注機関における事務の流れです］。算出されるまでをご説明します［発注機関における事務の流れです］。    

まず、基準額登録ボタンを押

し、基準額登録画面を表示し

ます。 まず、基準額登録ボタンを押

し、基準額登録画面を表示し

ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一度、基準額登録ボタンを押すと

基準額登録ボタンは押せなくな

ります。 

基準額を入力して登録ボタ

ンをクリックします。 

続いて、申請書確認ボタンを押し、

入札担当者連絡票を確認します。 

総合評価方式であれば技術提案の

各様式も確認します。 

ランダム係数及び基準額にラン

ダム係数を乗じて得た価格（事後

額）が決定されます。 

この事後額が、最低制限価格又は

調査基準価格のことです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり、基準額を登録した後、ランダム係数をシステム上発生させ、事後額（最低制限価格・調

査基準価格）を決定します。その後、入札金額を確認する手順となっています。 

次に入札書の開封を行うため、

入札・見積結果登録ボタンを押

した後、入札・見積結果登録画

面を表示します。 

続いて、内訳書確認ボタンを押し、

内訳書を確認します。 

この段階で初めて、入札参加業

者の入札金額が確認できます。 


